
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

49,209,429 0 2,322,003 46,887,426

49,209,429 0 2,322,003 46,887,426

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

106,073,976 59,186,550 46,887,426

106,073,976 59,186,550 46,887,426

31,287,029 4,809,674 26,477,355

9,652,760 3,532,572 6,120,188

16,892,081 12,678,160 4,213,921

940,000 187,998 752,002

58,771,870 21,208,404 37,563,466

164,845,846 80,394,954 84,450,892

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

合　　計

建物（基本）

岩手県社会福祉協議会が実施する共済事業、及び、福祉医療機構が実施する退職手当共済制度に加入しています。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

　当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。                                    

（単位：円）

基本財産の種類

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（１）法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）                  
（２）城山保育園拠点の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
　　　サービス区分　「本部」「保育園」「学童クラブ」

６．基本財産の増減の内容及び金額

４．法人で採用する退職給付制度

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

当該財務諸表は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点およびその後１年間において、継続事業の

２．重要な会計方針

前提に疑義を生じさせる事象は認められません。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　・当法人は期中において有価証券を保有していません。
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並び器具及び備品　・・・　定額法
（３）引当金の計上基準                                                                              
　　・岩手県社会福祉協議会の共済事業に支出した法人負担額を引当金計上しています。

３．重要な会計方針の変更

該当する事項はありません。

　構築物

　器具及び備品

小　　計

合　　計

　その他の固定資産

該当する事項はありません。

８．担保に供している資産

該当する事項はありません。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

その他の固定資産

（単位：円）

基本財産

　建物（基本）

小　　計

　建物



債権額
徴収不能引当金の当

期末残高
債権の当期末残高

1,957,880 0 1,957,880

1,957,880 0 1,957,880

当法人は満期保有目的の有価証券を保有していません。

１４．重要な後発事象

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

事業未収金

合　　計

該当する事項はありません。

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１２．関連当事者との取引の内容

１３．重要な偶発債務

該当する事項はありません。

１５．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項

過年度に積立している人件費積立金は使途の予定がないことから、保育所施設・設備整備積立金に目的を変更するととも
に、保育所施設老朽化に伴う修繕費に１８００万円を充てるため取り崩しました。

該当する事項はありません。


